
広報みなみ 5

（単位：千円、％） 

（注）             
1 　（　）内はうち基準外繰入金額。            
2 　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から 
　公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう。 

2．収支計画（資本的収支） 
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年 度 
 
区 分         
1. 企 　 業 　 債 
2. 他 会 計 出 資 金 
3. 他 会 計 負 担 金 
4. 他 会 計 借 入 金 
5. 他 会 計 補 助 金 
6. 国 ( 県 ) 補 助 金 
7. そ 　 の 　 他 
　　収　　　入　　　計 
うち翌年度へ繰り越される 
支 出 の 財 源 充 当 額  
前年度許可債で当年度借入分 
　　純計(a)－{(b)＋(c)} 
1. 建 設 改 良 費 
2. 企 業 債 償 還 金 
3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 
4. そ 　 の 　 他 
　　支　　　出　　　計 

差 引 不 足 額　(B)－(A) 
1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 
3. 繰 越 工 事 資 金 
4. そ 　 の 　 他 
　　　　　　計 

補てん財源不足額　(C)－(D) 
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入  
又 は 未 発 行 の 額  
実 質 財 源 不 足 額 
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由 岐 病 院    
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日 和 佐 病 院              
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(E)－(F)

3．一般会計等からの繰入金の見通し 

                      

23年度（計画）
 
 

（  　0  　） 
94,800 

（  　0  　） 
252 

（  　0  　） 
95,052

 
 
         

収 益 的 収 支  
 
資 本 的 収 支  
 
合 　 　 　 計  

                      

23年度（計画）
 
 

（  　0  　） 
41,700 

（  　0  　） 
1,072 

（  　0  　） 
42,772

由 岐 病 院      

23年度（実績）
 
 

（  　0  　） 
114,215 

(  　0  　) 
252 

(  　0  　) 
114,467

日 和 佐 病 院                 

23年度（実績）
 
 

（114,000） 
159,772 

(  　0  　) 
1,073 

(114,000) 
160,845

　広報紙「みなみ」10月号「美波町人事行政の運営等の

状況について」の記事の中で、1．職員の任免及び職員

数に関する状況　(7)特別職の報酬等の状況　議員報酬

の欄（３面の下部分です）の記載に誤りがありましたので、

お詫びして訂正します。正しくは、右表のとおりです。 

区　分 

議 長  

副 議 長  

議 員  

給料（報酬）月額 

261,000円　　（269,000円） 

224,100円　　（231,000円） 

186,300円　　（192,000円） 

※給料の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。 


